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別紙２ 

産業廃棄物等の運搬に係る単価の使用に関する留意事項 

＜発注者向け＞ 

 当該単価について、適用条件と現場の施工実態の乖離が認められる場合は、設計変更の対象

とすること。なお、この場合は、実走距離ではなく、積算上想定している走行距離により設

計変更を行うこと。 

 当該単価の有効期限は令和４年９月 30 日である。 

 各施設で受入価格の単位が異なるため、経済比較する際は、以下の換算値を使用して比較す

ること。経済比較に換算値を使用した場合は、換算値を設計図書に記載すること。 

＜木くず＞ 

・処理施設が設定している台当り荷台体積（台当たり受入価格が設定されている施設の場合） 

・0.55ｔ/m3（重量当たり受入価格が設定されている施設の場合、これにより難い場合は 

別途考慮） 

＜廃プラスチック＞ 

・処理施設が設定している台当り荷台体積（台当たり受入価格が設定されている施設の場合） 

・0.35ｔ/m3（重量当たり受入価格が設定されている施設の場合、これにより難い場合は 

別途考慮） 

＜コンクリート殻＞ 

「土木工事数量算出要領（案）」（国土交通省）による。 

設計図書（積算条件書）記載例 

伐採木の処理単価決定にあたり、単位換算が必要な場合は、経済比較に換算値と 

して○.○m3/台（10t 車）および 0.55ｔ/m3 を使用している 

 


